
















































(2) 代行が必要となった場合への対応のため、次の事項を記載したマニュアル及び社内

体制図を作成し、 従事者及び医療機関に周知しておくこと。

ア 代行者の名称及び連絡方法

イ 代行の内容及び期間

ウ 代行対応体制図

エ その他必要な事項

(3) 代行保証に基づく代行は、業務を再開できるに至ったときは、速やかに解除できる

ものでなければならない。

8 緊急・苦情対応及びその体制

(1) 事業者は、次の事項が明記された緊急・苦情対応マニュアルを作成し、かつ、社内体

制を整備することにより、緊急・苦情に対して、迅速かつ円滑に処理が行えるよう にし

ておかなければならない。

① 緊急・苦情を受けた際の連絡報告体制

② 緊急・苦情内容に対する調査、 対応方針の決定

③ 医療機関、 患者等への対応

④ 緊急・苦情処理窓口を設置し医療機関へ明示

⑤ その他必要事項

(2) 緊急・苦情の並びに医療用ガス供給設備の緊急対応の内容及び対応措置について、

記録を作成し、 2 年間保管しなければならない。

(3) 緊急・災害対応体制等

事業者は緊急・災害対応について、 次の項目を明記したマニュアルを作成すること。

①目的

②開始基準

③病院の被災状況の確認

④病院支援活動

⑤代行（支援）体制、 支援事業者との対応体制図

なお、 作成に当たっては、 厚生労働省が令和4年3月15日に発行した

「在宅酸素供給装置の保守点検事業者のための緊急・災害対応体制の整備に関 する手

引書」を参照すること。また、代行（支援）事業者（自社の事業所を含む）から 要する時

間は、 2 時間以上又は 100km以上を目安とする。

9 賠償資力の確保

事業者は、損害賠償が迅速かつ円滑に行えるよう賠償責任保険に加入するなど、賠償資力の

確保に努めなければならない。
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制 定 平成 6 年 5 月 3 0 日

付 則（平成7年6月1日一部改正）

経過措置

公益財団法人医療機器センタ ーが行う医療ガス保安管理技術者講習会（医療用ガス供給

設備の保守点検業務従事者研修）が実施されるまでの間、 平成元年から同セン タ ーが行

っている医療ガス保安管理技術者講習会を受講した者であって、 同センタ ーが実施する

1 日間の補足の研修を受講した者は、 3-2
一 ②の規定に該当するものとみなす。

付 則 （平成 9 年 5 月 3 0 日一部改正）

この認定基準の一部改正は、 平成 9 年 5 月 3 0 日から施行する。

付 則 （平成 1 0 年 9 月 2 8 日一 部改正）

この認定基準の 一部改正は、 平成 1 1 年2 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （平成 1 1 年 9 月 2 7 日一部改正）

この認定基準の一部改正は、 平成 1 2 年 2 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （平成 1 4 年2 月 1 日一部改正）
この認定基準の一 部改正は、 平成 1 5 年2 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （平成 1 5 年 9 月 2 9 日一部改正）

この認定基準の一部改正は、 平成 1 6 年 6 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （平成 1 7 年 1 月2 8 日一部改正）

この認定基準の一部改正は、 平成 1 7 年 6 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （平成 2 0 年 6 月 1 日一部改正）

この認定基準の一部改正は、 平成 2 0 年 6 月 1 日から施行する。

（受託責任者講習会に係わる特例措置）

施行日現在、改正前の認定基準3 (2)に規定する医療用ガス供給設備の保守点検業務受託

責任者で平成16年度以前に受講した者は、 平成24年度までに認定基準3 (3) 

イに規定する講習会の受講を修了しなければならない。

付 則 （平成2 3年 6 月 1 日 一部改正）

この認定基準の一 部改正は、 平成2 3年 1 0 月 1 日から施行する。

付 則 （平成 3 0 年 1 月 3 1 日一部改正）

この認定基準の一 部改正は、 平成 3 0 年 1 0 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （令和 2 年 5 月 2 8 日 一部改正）

この認定甚準の一 部改正は、 令和 3 年 6 月 1 日の認定から適用する。

付 則 （令和3年1月2 7日 一部改正）

この認定基準の一部改正は、 令和3年6月1日の認定から適用する。
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付 　則　　(令和４年５月２６日一部改正）
この認定基準の一部改正は、令和４年１０月１日の認定から適用する。



（様式1 - 1) 

日常点検チェックリスト

ー警報表

良否I対策事項

（ア） 表示灯、 ランプカバー等の損傷がないこ

と。

（イ） ガス供給の正常を示す緑灯が点灯する

こと。

（ウ） 可聴警報が作動すること。 また、 警報の

消音又は弱音の機能が作動すること（テス

トボタンによる確認でもよいものとするこ

と。 ）。

（エ） 警報作動時の黄灯又は赤灯が点灯する

こと（テストボタンによる確認でもよいも

のとすること。 ）。

実 施

実 施

療ガス安全

日

任 者

委員長：

月
n
u,

n
µ
 

日

E

E
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（様式1 - 2) 

日常点検チェックリスト

ー供給設備（マニフォ ー ルド、 定置式超低温液化ガス貯槽(C

E))-

良否 対策事項

（ア） 弁には常時、 開閉の表示がされている

こと。 また、 その表示が正しい状態になっ

ていること。

（イ） 各機器においてガス漏れの音がしない

こと。

（ウ） 圧力計及び液面計の指示値が正常範囲

内であること。 酸素ガスにあっては、 他の

ガスより送気圧力が30kPa程度高くなって

いること。

（エ） 警報装置の表示灯に損傷がないこと

（高圧ガス容器交換時には点灯及び消灯の

作動を確認すること。 ）。

（オ） 連結導管にねじれ、 凹み及び折れがな

いこと。

（力） 高圧ガス容器の転倒又は移動防止装置

にゆるみなどの異常がないこと。

（キ） 医療ガスの残量が十分であること（機

器に内蔵された圧力計、 重量計等で確認す

ること。 ）。

（ク） 液化ガスの場合、 平常時に比べて異常

な霜付きがないこと。

（ケ） 各機器において異常なガス流音又はそ

の他の異常音がないこと。

実 施 日

実 施 責 任 者

医療ガス安全管理委員長：

年 月

n
u,

n
u’

 

日

E

E
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（様式1 - 3) 

日常点検チェックリスト

ー供給設備（圧縮空気供給装置、 吸引供給装置）

（ア） 起動及び停止の機能に異常がないこと。

（イ） 運転中の異常音及び異常振動がないこ

と。

（ウ） 消音器がある設備の場合、 その効果が正

常であること。

（エ） 給水を要する設備の場合、水位及び水の

循環排水に異常がないこと（弁の作動及び

水漏れの有無を確認すること。 ）。

（オ） 電流計、 電圧計等の計器類の指示値が正

常範囲内であること。

（力） 圧縮空気供給装置の安全弁に漏れがな

いこと。 また、 圧縮空気供給装置の露点計

の指示値が正常範囲内であること。

（キ） 空気圧縮機、 アフタ ー ク ー ラ等にドレン

が溜まっていないこと。

実 施 日

実 施 責 任 者

医療ガス安全管理委員長：

年 月 日

印

印
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良否 対策事項
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